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●所得補償保険ロングを加入いただく前に下記を必ずご確認ください。
①お勤めの会社でGLTD （団体長期障害所得補償保険）が既に導入されている場合、加入内容によっては補償が重複する可能性があります
　ので、会社制度及び加入内容を十分にご確認ください。
②「介護休業および復職支援特約」を付帯される方へ
　本特約における支払対象の限度期間は、特約で定められている39か月、もしくはご自身が所属する会社の「介護に関する就業規則」で定められ
　ている介護による休業または就業制限の期間、いずれか短い方となります。就業規則につきましてはご自身が所属する会社へご確認ください。
（注）保険金のお支払い方法等重要な事項は、「この保険のあらまし」(P17)以降に記載されていますので、必ずご参照ください。

月払保険料
■保険期間１年間、対象期間65歳まで、支払対象外期間３６９日、団体割引30％
■精神障害拡張補償特約・天災危険補償特約、介護休業および復職支援特約（支払対象外期間0日、対象期間39か月）セット

現職

ご加入いただける方（被保険者となれる方）
加入対象者（お申込人）・・・・・・・・社員本人
被保険者（保険の対象となる方）・社員本人所得補償保険ロング現職の方がご加入

いただけるプランです。

主契約（基本補償） 介護休業および復職支援特約
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X1型 X2型 X3型 X4型 X5型
万円 50万円40万円30万円20万円

15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳

保険金額と月払保険料
型　名

10万円 50万円40万円30万円20万円

15～19歳
20～24歳
25～29歳
30～34歳
35～39歳
40～44歳
45～49歳
50～54歳
55～59歳
60～64歳

保険金額と月払保険料

Y1型 Y2型 Y3型 Y4型 Y5型

455
455
489
558
707
1,073
1,584
2,272
2,504
2,429

910
910
978
1,117
1,413
2,146
3,168
4,544
5,009
4,856

1,365
1,365
1,467
1,675
2,120
3,219
4,752
6,816
7,513
7,285

 

1,819
1,819
1,957
2,233
2,826
4,293
6,337
9,087
10,018
9,713

2,274
2,274
2,446
2,791
3,532
5,367
7,921
11,360
12,522
12,142

47
47
118
155
182
428
510
1,065
1,146
1,407

93
93
235
310
365
857
1,020
2,131
2,293
2,814

140
140
353
465
547
1,285
1,530
3,196
3,439
4,221

187
187
470
620
729
1,713
2,039
4,262
4,586
5,628

234
234
588
775
911
2,142
2,549
5,327
5,732
7,035

月額保険
金額保険

始期日
（中途加入日）
時点の満年齢

型　名
月額保険
金額保険

始期日
（中途加入日）
時点の満年齢

単位：円

割引適用
30％

ご契約例 所得補償保険520型に加入（入院初期費用５万円プラン、所得補償保険金額：20万円）◎てん補（対象）期間：１年　◎支払い対象外期間4日
所得補償保険ロングX2型に加入：（月額保険金額20万円）◎対象期間：65歳満了　◎支払対象外期間369日

支払対象
外期間
（４日） 対象期間（３０か月）

①所得補償保険 ②所得補償保険ロング ③所得補償保険ロング

お受け取り

540万円

支払保険金合計

就業不能・就業障害発生(※1)2024年4月27日 一部復職(※2)2026年5月1日 完全復職2026年11月1日

例 2024年4月27日から2026年10月31日（30か月4日間）
・脳梗塞で入院、その後自宅療養した（全く働けない期間は24か月4日間）
・就業不能・就業障害発生(※1)2024年4月27日
・一部復職2026年5月1日　・完全復職2026年11月1日

①の部分 20万円×12か月
②の部分 20万円×12か月                                                                 =240万円
③の部分 20万円×（1- (15万円/30万円)）×6か月                                  =  60万円

所得喪失率

一部復職６か月間

就業不能、
就業障害の状態

・33歳の方が主契約30万円のプランに加入（特約付帯無し） ⇒加入プラン「X3」月払保険料1,675円
・45歳の方が主契約20万円、特約10万円のプランに加入　 ⇒加入プラン「X2Y1」月払保険料3,678円（3,168円＋510円）加入例

（入院初期費用補償特約と入院による就業不能時追加補償特約での
 保険金支払いが別途あり） =240万円

就業不能・就業障害期間30か月4日間

(※1)保険期間中に開始した就業不能・就業障害がこの保険のお支払対象となります。用語の定義はP23、24をご参照ください。
(※2)一部復職についてはP38のQ17をご参照ください。
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